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防災訓練の実施の結果について，原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づ

き報告します。 

原子力事業所の名称及び

場所 

中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

防災訓練実施年月日 平成２８年１１月２２日 
平成２８年４月１４日 

～平成２８年１１月２５日 

防災訓練のために想定し

た原子力災害の概要 

通常勤務時間帯（平日昼間）に暴

風雨に伴う送電線事故により外部電

源が喪失し，原子炉給水機能喪失と

なる。その後，取水槽エリアで竜巻

が発生し，全交流電源喪失，原子炉

注水機能喪失に至るなど，原子力災

害対策特別措置法第１５条該当事象

（全面緊急事態）となり，最終的に

炉心損傷に至る原子力災害を想定す

る。 

シビアアクシデント事象に至る

原子力災害等を想定する。 

防災訓練の項目 総合訓練 要素訓練 

防災訓練の内容 

（１）通報・連絡訓練 

（２）緊急時モニタリング訓練 

（３）避難誘導訓練 

（４）アクシデントマネジメント訓練 

（５）電源機能等喪失時対応訓練 

（６）その他 

・指揮命令訓練 

・ＥＲＣ対応訓練 

・広報対応訓練 

・原子力事業者間協力協定対応 

訓練 

・原子力事業所災害対策支援拠点 

の設営・運営訓練 

（１）通報・連絡訓練 

（２）緊急被ばく医療訓練 

（３）緊急時モニタリング訓練 

（４）避難誘導訓練 

（５）復旧訓練 

（６）アクシデントマネジメント訓練

（７）電源機能等喪失時対応訓練 

（８）原子力緊急事態支援組織対応 

訓練 

防災訓練の結果の概要 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 １ この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

２ 氏名を記載し，押印することに代えて，署名することができる。この場合において，署

名は必ず本人が自署するものとする。



防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

本訓練は，「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章第７節第１項」に

基づき実施したものである。 

１．訓練の目的 

（１）原子力防災訓練中期計画に基づき，平日昼間を想定した複合災害時において，現場

と連携し事象状況や必要な情報を収集，分析して，継続して事故収束に向けた活動が

できることを確認する。 

（２）本社においては，ＥＲＣ等外部機関との連携，情報収集・整理，情報連絡の対応が

できることを確認する。 

（３）原子力事業所災害対策支援拠点においては，支援班員の対応能力の向上を目的とし

て，支援拠点の設営，運営ができることを確認する。（訓練シナリオとは切り離して

個別の訓練として実施） 

（４）原子力防災訓練中期計画に基づき，連絡が困難な状況下等においても事故収束に向

けた対応ができることを確認する。 

（５）これまでの訓練から改善を図った事項の有効性を確認する。 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

   平成 28 年 11 月 22 日（火）13 時 00 分～16 時 30 分 

（２）対象施設 

   島根原子力発電所 １，２号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

別紙１

通報・連絡

本 社

（原子力施設事態

即応センター

／緊急時対策総本部）

島根原子力発電所 

（緊急時対策本部）

東京支社

原子力規制庁

緊急時対応センター

（ＥＲＣ）

原子力事業所 

災害対策支援拠点

派遣

社内ＴＶ会議

社外関係箇所 

（一部模擬）

通報・連絡

（一部模擬）

通報・連絡

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ(TV 会議)
接続※

社内ＴＶ会議

連絡

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ(TV 会議)
接続

※ 訓練当日に発生した福島県沖の地震対応のため，原子力規制庁か

らの指示に基づき，緊急時対策本部（発電所）－ＥＲＣ間の統合原

子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ(ＴＶ会議)の接続は行わない状態で訓練を進行

連絡

-1-



（２）評価体制 

   発電所社員および本社社員から評価員を選任し，評価チェックシートに基づく訓練

観察・確認を実施する。また，当該評価結果および訓練終了後の反省会より，改善点

を抽出する。 

   また，前年度訓練（平成 28 年３月 22日）と同様に，緊急時対応におけるヒューマ

ンエラーの阻止・影響緩和に繋げるためのノンテクニカルスキルの向上を目的として，

緊急時対策本部（発電所）要員を対象に，発電所社員および外部機関による評価を実

施する。 

（３）参加人数：438 名 

①島根原子力発電所    :289 名（当社社員：280 名，協力会社社員：９名※） 

                               〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ：225 名，ｺﾝﾄﾛｰﾗ：52 名， 

評価員：38 名（内，26名はｺﾝﾄﾛｰﾗ兼務）〉 

②本社         :119 名（当社社員のみ） 

〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔ-：98 名，ｺﾝﾄﾛｰﾗ：14 名， 

評価員：17 名（内，10名はｺﾝﾄﾛｰﾗ兼務）〉 

③東京支社       :  ４名（当社社員のみ） 

〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ：４名，ｺﾝﾄﾛｰﾗ・評価員なし〉 

④原子力事業所 

災害対策支援拠点   : 26 名（当社社員：19名，協力会社社員：７名※） 

                〈訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ：25 名，ｺﾝﾄﾛｰﾗなし，評価員：１名〉 

※協力会社は全員訓練ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

  全交流電源喪失により原子炉の冷却機能が全て喪失し，原子力災害対策特別措置法

（以下，「原災法」という。）第 15 条該当事象に至る原子力災害を想定する。 

  詳細は以下のとおり。 

（１）訓練形式 

   シナリオ非提示型訓練 

（２）事象発生時間帯 

   通常勤務時間帯（平日昼間）を想定 

（３）プラント運転状況 

  ①１号機：廃止措置準備中（燃料集合体は，全て使用済燃料プールで保管中とする。） 

  ②２号機：定格熱出力一定運転中（新規制基準適合性審査に係る対策工事および 

       可搬型設備の導入が全て完了した状態とする。ただし，実配備が完了して

いないものは，活動指令のみとする。） 

  ③３号機：建設中 

（４）事象概要（添付資料（１）参照） 

  ①平日昼間，２号機定格出力運転中に暴風雨により，220ｋＶ送電線損傷，66ｋＶ鉄

塔倒壊となり，外部電源が喪失するとともに２号機が自動停止する。所内常用電
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源喪失に伴い２号機のすべての給復水系が停止し，警戒事態（ＡＬ22：原子炉給

水機能の喪失）となる。１号機Ａ，Ｂ－非常用ディーゼル発電機および２号機Ａ

－非常用ディーゼル発電機は自動起動に成功する（２号機Ｂ－非常用ディーゼル

発電機および２号機高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機は起動に失敗す

る）。２号機は，原子炉隔離時冷却系により原子炉注水を確保する。 

  ②事象発生から約 30 分後，２号機原子炉隔離時冷却系が故障停止し，原災法第 10 条

通報事象（ＳＥ22：原子炉注水機能の喪失のおそれ）となる。 

  ③事象発生から約 50 分後，１，２号機原子炉補機海水ポンプが全て故障停止し（取

水槽周りで竜巻発生を想定），残留熱除去機能が喪失する。10 分後，冷却水断によ

り１，２号機非常用ディーゼル発電機が全てトリップし，全ての非常用炉心冷却

系（ＥＣＣＳ）の注水機能が喪失することにより，原災法第 15 条報告事象（ＧＥ

22：原子炉注水機能の喪失）となる。 

  ④１号機使用済燃料プールの温度・水位が監視不能となる。 

  ⑤２号機原子炉水位が有効燃料頂部（ＴＡＦ）に到達する。その後も継続して低下し，

炉心損傷に至る。 

  ⑥２号機原子炉減圧後，大量送水車により原子炉へ注水を開始し，原子炉水位が安定

する。原子炉格納容器の圧力・温度は，残留熱除去機能を喪失しているため上昇

の一途をたどる。 

  ⑦２号機原子炉格納容器圧力は上昇を続け最高使用圧力に達するが，

格納容器（ＰＣＶ）代替スプレイを実施し，格納容器圧力が低下する。その後，

非常用交流母線への受電に成功し，残留熱除去系を復旧して事態は収束に向かう。 

５．防災訓練の項目 

  総合訓練（防災訓練） 

６．防災訓練の内容 

  以下の項目について，訓練を実施した。 

 【発電所】 

 （１）通報・連絡訓練 

 （２）緊急時モニタリング訓練 

 （３）避難誘導訓練 

 （４）アクシデントマネジメント訓練 

 （５）電源機能等喪失時対応訓練 

 （６）その他 

   ①指揮命令訓練 

   ②広報対応訓練 
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 【本社】 

 （１）アクシデントマネジメント訓練 

（２）その他 

  ①指揮命令訓練 

  ②ＥＲＣ対応訓練 

  ③広報対応訓練 

  ④原子力事業者間協力協定対応訓練 

  ⑤原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営訓練 

７．防災訓練の結果の概要 

 【発電所】 

 （１）通報・連絡訓練 

    プラント状況，警戒事態，原災法第 10条特定事象および原災法第 15 条該当事象

発生に伴う通報連絡様式の作成および社内関係箇所，社外関係箇所（国，自治体お

よび関係機関）への通報連絡が実施できることを確認した。 

 （２）緊急時モニタリング訓練 

    可搬式モニタリングポストを用いた発電所構内の放射線測定および評価が実施

できることを確認した。 

 （３）避難誘導訓練 

    緊急時警戒体制発令および緊急時非常体制発令に伴う構内滞在者の避難誘導，避

難管理が実施できることを確認した。 

 （４）アクシデントマネジメント訓練 

    プラント状況の把握，事故収束に向けた情報の整理・検討およびＡＭ（アクシデ

ントマネジメント）シミュレータを用いた事象進展予測が実施できることを確認し

た。 

 （５）電源機能等喪失時対応訓練 

    構内電源受電，代替注水，非常用ディーゼル発電機からの燃料抜取り・供給，重

要パラメータ監視計器復旧，応急措置の検討が実施できることを確認した。 

 （６）その他 

   ①指揮命令訓練 

    統括体制による指揮命令，意思決定の確認および緊急時対策総本部（本社）との

連携が実施できることを確認したが，一部改善すべき点があった。 

②広報対応訓練 

    県政記者会に対するプレス対応を想定した記者会見が実施できることを確認し

た。 
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【本社】 

 （１）アクシデントマネジメント訓練 

    プラント状況に応じた検討や今後の事象進展予測が実施できることを確認した。 

 （２）その他 

   ①指揮命令訓練 

    緊急時対策総本部（本社）の立ち上げや緊急時対策本部（発電所）との連携が実

施できることを確認したが，一部改善すべき点があった。 

②ＥＲＣ対応訓練 

    統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議）を用いたＥＲＣへの一連の対応が実施

できることを確認したが，一部改善すべき点があった。 

   ③広報対応訓練 

    発電所と協同した記者会見が実施できることを確認した。 

   ④原子力事業者間協力協定対応訓練 

    原子力事業者間協力協定における当社発災時の幹事電力である九州電力株式会

社に対し，同協定に基づく協力要請等の連絡および即応センターへの派遣者との

情報共有が実施できることを確認した。 

   ⑤原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営訓練 

    原子力事業所災害対策支援拠点を安来市運動公園に設置することとし，資機材等

の設営や運営を実施するとともに，緊急時対策総本部（本社）との連絡訓練が実

施できることを確認した。 

８．訓練の評価

（１）訓練全体の評価 

   「評価員による評価結果」，「訓練終了後の反省会」等より，発電所および本社の

原子力防災組織が有効に機能していたことを確認できたことから，今回の訓練目的は

概ね達成できたものと判断するが，ＥＲＣとの情報共有等，いくつかの改善すべき点

が確認された。 

（２）訓練項目に対する評価 

 【発電所】 

  ①通報・連絡訓練 

プラント状況，警戒事態，原災法第 10 条特定事象および原災法第 15 条該当

事象発生に伴う通報連絡文の作成，社内関係箇所，社外関係箇所（国，自治

体および関係機関）への目標時間内（事象発生後 15 分以内）でのＦＡＸ送信

および通報連絡先への着信確認について，発生した事象ごとの制限時間等の

時間管理を行うタイムキーパーを配置することで，発生した事象ごとの時間

管理の下，目標時間内に確実に通報連絡等が実施できることを確認した。 

通報連絡票の作成等，各作業ステップでの制限時間を設けることで，より細

かな時間管理ができ，的確な対応ができることを確認した。 
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  ②緊急時モニタリング訓練 

気象状況を考慮して発電所構内のモニタリング地点を選定し，可搬式モニタ

リングポストを用いて発電所構内の空気吸収線量率測定および評価について，

手順の整備およびこれまでの緊急時モニタリング訓練（要素訓練）の積み重

ねにより，手順に従い確実に実施できることを確認した。 

  ③避難誘導訓練 

緊急時警戒体制発令に伴う，構内一時立入者の敷地外避難場所への避難誘導

および避難管理について，手順の整備およびこれまでの避難誘導訓練（要素

訓練）の積み重ねにより，手順に従い確実に実施できることを確認した。 

緊急時非常体制発令に伴う，緊急時対策要員以外の者の敷地外避難場所への

避難誘導および避難管理について，手順の整備およびこれまでの避難誘導訓

練（要素訓練）の積み重ねにより，手順に従い確実に実施できることを確認

した。 

  ④アクシデントマネジメント訓練 

プラント状況の把握，事故収束に向けた情報の整理・分析，ＡＭシミュレー

タを用いたプラント挙動の進展予測の実施，および緊急時対策本部が対応方

針決定・指示を行うために必要な情報の提供について，手順の整備およびこ

れまでのアクシデントマネジメント訓練（要素訓練）の積み重ねにより，手

順に従い確実に実施できることを確認した。 

  ⑤電源機能等喪失時対応訓練 

本部の指示と連動し，以下の訓練項目について，手順の整備およびこれまで

の電源機能等喪失時対応訓練（要素訓練）の積み重ねにより，手順に従い確

実に所定の活動ができることを確認した。 

全交流電源喪失時の構内電源受電 

高圧発電機車の保管場所から接続箇所への移動，給電ケーブルの敷設および

ケーブル接続（代替電源の供給は模擬）の実施。 

原子炉および燃料プールへの大量送水車による代替注水 

大量送水車による低圧原子炉代替注水操作（ホース展張）（注水は模擬）の

実施。 

非常用ディーゼル発電機からの燃料抜取りおよび供給 

可搬型設備の燃料タンクから燃料の抜取りおよび可搬型電源設備への供給

（燃料の抜取り，供給は模擬）を実施。 

電源喪失時の重要パラメータ監視計器復旧 

監視不能となった１号機使用済燃料プールの温度・水位の可搬型計測器を用

いた指示値の確認（可搬型計測器の接続は模擬）の実施。 

応急措置の検討 

プラントメーカと連携し，機器故障の原因推定および復旧方法の検討の実施。 
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  ⑥その他 

   ａ．指揮命令訓練 

緊急時対策本部は，適宜ブリーフィングを行うことで，発生事象，現場状

況などを正確に把握・情報共有した上で，事象の進展に伴い発生するリス

クを予見し，不測事態の発生，優先順位を考慮した対応方針，対応策を迅

速に検討・決定して指揮命令を行うことができることを確認したが，「本

部ブリーフィング中に，統括が班長への指示のために背を向ける場面」や，

「本部ブリーフィング中に，班長が大声で活動を指示していた」など，ブ

リーフィング中の要員の振る舞いについて改善すべき点があることを確認

した。 

緊急時対策本部内の基本的な権限を試行的に定めたことで，各統括は，現

場と連携を図りながらプラント状況等の必要な情報を収集し，その情報を

選択，分析して本部長に報告することができた。これにより，本部長はリ

スクの予見，優先順位を考慮した対応方針，対応策に必要な情報だけを入

手でき，速やかに事象判断・収束に向けた対応方針を決定することができ

ることを確認した。 

コンタクトパーソンや社内ＴＶ会議システム等を通じて情報共有を行うこ

とで，緊急時対策総本部（本社）と連携した活動ができることを確認した。 

本部長，統括，班長等は，腕章を装着することで，自班の責任者を一目で

認識できるようになり，班内の連携および各班責任者同士の連携がスムー

ズに行えることを確認した。 

   ｂ．広報対応訓練 

発電所構内で実施した模擬記者会見を通じて，状況説明および質疑応答に

関する一連の対応について，プラント状況のほかにも，外部への影響や避

難に関する情報のような地域の皆さまが知りたいことを事前に整理してお

くことで，記者会見時に適切に説明できることを確認した。 

モバイルＰＣを用いることで，外部派遣要員への情報提供および情報共有

を実施できることを確認した。 

 【本社】 

  ①アクシデントマネジメント訓練

緊急時対策総本部内で共有される情報や指示と連動し，プラント状況に応じ

た応急措置や設備復旧の検討，今後の事象進展予測を手順に基づき行うこと

で，発電所の事故収束に向けた活動の支援を，手順に従い確実に実施できる

ことを確認した。 

  ②その他 

   ａ．指揮命令訓練 

緊急時対策総本部においては，緊急時対策本部（発電所）と情報連絡を行

う専任のコンタクトパーソンや社内ＴＶ会議システム等を通じて，緊急時
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対策本部と情報共有を行うことで，プラント状況を速やかに，また確実に

把握できることを確認した。 

緊急時対策総本部においては，プラント状況を速やかに，また確実に把握

することで，状況に応じて，原子力事業者災害対策支援拠点の設置，原子

力緊急事態支援組織等への支援要請，オフサイトセンターへの派遣指示（派

遣は模擬）等の活動が，適切に実施できることを確認した。 

大型モニタやマイクを使用することで，緊急時対策総本部内での情報共有

が，確実に実施できることを確認した。 

プラント状況の把握や緊急時対策総本部内での情報共有を実施できること

を確認したが，緊急時対策本部（発電所）内の発言を常時，放送すること

で，緊急時対策総本部内での情報共有を図っていたが，総本部内ブリーフ

ィング時等の際には，発電所の音声を切っていたため，発電所の状況を十

分にフォローできない場面があり，改善すべき点があることを確認した。 

時系列管理システムに各班が記載した情報について，その重要度にばらつ

きがあり，時系列管理システムや体制について改善すべき点があることを

確認した。 

   ｂ．ＥＲＣ対応訓練 

ＥＲＣ対応室内の各班要員の見直しを図った上で，統合原子力防災ネット

ワーク（ＴＶ会議）を用いたＥＲＣへのプラント状況，対応状況について

情報連絡し，情報共有に取り組んだが，即応センターからの情報の不足（作

成資料の充実，書画装置等を用いた情報提供方法を含む）により，必要な

情報を，適切なタイミングで，積極的に提供することができず，改善すべ

き点があることを確認した。 

ＥＲＣ対応室での情報の収集，整理，発信の体制（役割分担等）がＥＲＣ

対応室の限られた班に集中したことで，ＥＲＣへの情報発信をタイムリー

に行うことができず，改善すべき点があることを確認した。 

区画にて分離したＥＲＣ対応室にて対応することで，音声輻輳等の問題を

発生することなく対応できることを確認した。 

   ｃ．広報対応訓練 

緊急時対策総本部（本社）と緊急時対策本部（発電所）との情報共有を密

に行うことで，これまでと同様，迅速に広報資料を作成できることを確認

した。また，本社で開催した模擬記者会見を通じて，リアルタイムで事実

関係の確認を行うなどにより，的確なマスコミ対応を展開することができ

ることを確認した。 

マスコミ対応用の広報資料を活用し，模擬ＨＰへの情報掲載を実際に行う

ことで，速報性，広汎性といった観点で広報対応の充実を図ることができ

ることを確認した。 
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   ｄ．原子力事業者間協力協定対応訓練 

原子力事業者間協力協定に基づき，当社発災時の幹事電力である九州電力

株式会社への連絡を手順通りに行うことで，同協定に基づく協力要請等を

手順に従い確実に実施できることを確認した。また，即応センターに派遣

された先遣隊１名とプラント状況等の情報共有を図ることで，他電力と協

力した対応が実施できることを確認した。 

   ｅ．原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営訓練 

資機材保管用テント，車両除染場，車両スクリーニング場，入退域エリア

および通信連絡エリアの設置を，手順の整備およびこれまでの設営訓練の

積み重ねにより，手順に従い確実に支援拠点の設営を実施できることを確

認した。 

車両のサーベイおよび除染，要員の入退域管理および衛星通信システムを

使用したテレビ会議，ＦＡＸ・電話での本社との情報伝達を，手順の整備

およびこれまでの運営訓練の積み重ねにより，手順に従い確実に支援拠点

の運営を実施できることを確認した。 

（３）訓練目的に対する評価 

①原子力防災訓練中期計画に基づき，平日昼間を想定した複合災害時において，現

場と連携し事象状況や必要な情報を収集，分析して，継続して事故収束に向けた

活動ができることを確認する。 

【発電所】 

「８.（２）【発電所】④，⑥ａ．」の評価のとおり，現場と連携し事象状況や必要

な情報を収集・分析し，継続して事故収束に向けた活動ができることを確認したが，

ブリーフィングのルールについて改善すべき点があった。 

ノンテクニカルスキル（状況認識，意思決定，コミュニケーション，リーダーシッ

プ，チームワーク）において，前回の総合訓練と比較し全体として望ましい行動（振

る舞い）の実施率が向上していることを確認した。特に復唱をはじめとした基本的

なコミュニケーションスキルや適切なブリーフィングの実施等のリーダーシップス

キルは向上しており，事故収束活動におけるパフォーマンスの向上に寄与している

ことを確認した。 

②本社において，ＥＲＣ等外部機関との連携，情報収集・整理，情報連絡の対応を

確認する。 

【本社】 

「８.（２）【本社】②ａ．，ｂ．」の評価のとおり，発電所と本社内の連携はでき

ることを確認したが，ＥＲＣ対応に係る本社内の体制や情報提供方法について改善

すべき点があった。 
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発電所からの情報の収集などにより得られた情報を整理することで，適切なタイミ

ングで社外関係機関への通報・連絡（一部模擬）を実施できることを確認した。 

③原子力事業所災害対策支援拠点において，支援班員の対応能力の向上を目的とし

て，支援拠点の設営，運営訓練を実施する。 

【本社】 

「８.（２）【本社】②ｅ．」の評価のとおり，支援拠点の設営，運営を手順に基づ

き実施できることを確認した。 

当該訓練を通して，支援班員の対応能力の向上を図ることができた。 

④原子力防災訓練中期計画に基づき，連絡が困難な状況下等においても事故収束に

向けた対応ができることを確認する。 

 なお，上記を確認するための事項として，以下の４つを設定した。 

ａ．事象状況や必要な情報を収集，分析して，継続して事故収束に向けた活動が

できることを確認する。 

ｂ．事象が進展する中，要員把握や資源管理が適切に行えることを確認する。 

ｃ．ＰＨＳ，ページング等が使用できない場合の対応，周知について確認する。 

ｄ．外部と連絡が取れない等，情報入手・情報発信が困難な状況下での対応方法

を確認する。 

ａ．事象状況や必要な情報を収集，分析して，継続して事故収束に向けた活動ができ

ることを確認する。 

【発電所】 

「８.（２）【発電所】④，⑥ａ．」の評価のとおり，緊急時対策本部において，

事象状況や必要な情報を収集・分析し，継続して事故収束に向けた活動ができる

ことを確認したが，ブリーフィングのルールについて改善すべき点があった。 

【本社】 

「８.（２）【本社】①，②ａ．，ｂ．」の評価のとおり，緊急時対策総本部に

おいて発電所と本社内の連携および発電所の活動の支援ができることを確認し

たが，ＥＲＣ対応に係る本社内の体制や情報提供方法について改善すべき点があ

った。 

ｂ．事象が進展する中，要員把握や資源管理が適切に行えることを確認する。 

【発電所】 

「８.（２）【発電所】⑥ａ．」の評価のとおり，現場と連携し事象状況や必要

な情報を収集，分析して，継続して事故収束に向けた活動ができることを確認し

たが，ブリーフィングのルールについて改善すべき点があった。 
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各班にロジスティクス担当を配置することで，支援班からの指示のもと，各班の

ロジスティクス担当は各班員の参集状況等を的確に把握・管理し，支援班に報告

することで，緊急時対策本部全体の要員の把握・管理を効率よく確実に実施でき

ることを確認した。 

各班にロジスティクス担当を配置することで，支援班からの指示のもと，要員管

理，緊急作業従事者の意思確認，安定ヨウ素剤の配付を効率よく確実に実施でき

ることを確認した。 

各班ロジスティクス担当の招集の際，所内放送を用いたが，タイミングによって

は本部内の発話内容と重なり，聞き取り辛い場面もあり，招集は可能であったも

のの，改善すべき点があった。 

ｃ．ＰＨＳ，ページング等が使用できない場合の対応，周知について確認する。 

【発電所】 

「８.（２）【発電所】⑥ａ．」の評価のとおり，現場と連携し事象状況や必要

な情報を収集，分析して，継続して事故収束に向けた活動ができることを確認し

たが，ブリーフィングのルールについて改善すべき点があった。 

取水槽エリアでＰＨＳ，ページングが使用できない状況において，プラント監視

統括はマイクを使用することで，速やかに緊急時対策本部内全体に周知できるこ

とを確認した。 

ｄ．外部と連絡が取れない等，情報入手・情報発信が困難な状況下での対応方法を確

認する。 

【発電所】 

社内外関係箇所へ通報連絡文をＦＡＸ送信する際，一般回線のＦＡＸが故障した

場合でも統合原子力防災ネットワークのＦＡＸを代用し送信することができる

ことを確認する予定であったが，訓練当日に発生した福島県沖の地震対応のため，

緊急時対策本部－ＥＲＣ間の統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議）の接続は

行わない状態で訓練を実施することとした。 

この項目については，次回以降の確認事項として，原子力防災訓練中期計画に反

映する。  
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⑤これまでの訓練から改善を図った事項の有効性を確認する。 

前回の総合訓練（平成 28 年３月 22 日）で抽出された改善課題について，今回の訓

練において改善を行い，有効に機能することを確認した。 

また，更なる改善課題を抽出した。 

前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ａ．緊急時対策本部の体制を見直した

ことで指揮命令や情報伝達に改善が

図られたものの，依然として本部長

に情報が集中する場面も見受けられ

た。責任権限や発話ルール等の運用

上の取り決めについて，更に検討・

整理する必要がある。 

《問題点》 

各統括が些細な情報まで本部長に報

告していたため，本部長に情報が集中

していた。

《改善策》 

本部長に些細な情報まで集中しない

よう，以下の改善策を講じた。

予め手順書に定めた範囲について

は，統括が自律的に判断し実施でき

ることを，緊急時対策本部での基本

的な権限として試行的に定めた。

統括は，方針決定に必要な情報を選

択して，本部長に報告することを明

確に定めた。

発話冒頭に「誰への発話か」を明確

にする発話ルールを設定した。

《確認結果》 

以下より，改善策が有効であることを

確認した。

統括は，予め手順書に定めた範囲に

ついて自律的に判断し実施できた。

統括は，収集した情報を選択，分析

して本部長に報告したことで，本部

長に些細な情報まで集中することが

なくなった。

本部長は，自分への発話かどうかを

発話冒頭で判断することができるよ

うになった。

【８．（２）【発電所】⑥ａ．参照】
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前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ｂ．これまでの平日昼間を想定した訓

練では，「要員管理ボード」により，

要員の参集状況等を的確に把握・管

理することができていたが，休日昼

間を想定し，時間差で要員が参集す

ることを模擬したところ，参集して

くる要員を各班単位では把握できて

いたものの，緊急時対策本部全体で，

要員把握・管理に手間取った。 

《問題点》 

各班で要員把握・管理を実施する要員

が明確ではなかったため，取りまとめ

である支援班が誰に確認すれば良い

か明確ではなかったことから，確認に

手間取った。

《改善策》 

各班にロジスティクス対応を行う要

員を配置した。

《確認結果》 

各班にロジスティクス担当を配置す

ることで，支援班からの指示の下，各

班員の参集状況等を報告することで，

緊急時対策本部全体の要員の把握・管

理を効率よく確実に実施できた。

改善策が有効であることを確認した。

【８．（３）④ｂ．参照】 

ｃ．支援班は，各班情報（要員人数，

緊急被ばく作業要員管理，避難者等）

を確認して，交代サイクル管理，各

種手配等のロジスティクスを行う

が，各班内でそれらの情報を整理す

る要員が明確でなく，支援班員が各

班に聞取りして情報収集した。 

《問題点》 

各班で要員管理，緊急作業従事者の確

認，安定ヨウ素剤の配布等のロジステ

ィクス対応を行う要員が明確ではな

かった。

《改善策》 

各班にロジスティクス対応を行う要

員を配置した。

《確認結果》 

各班にロジスティクス担当を配置す

ることで，支援班からの指示の下，要

員管理，緊急作業従事者の確認，安定

ヨウ素剤の配付を効率よく確実に実

施できた。

改善策が有効であることを確認した。

【８．（３）④ｂ．参照】
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前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ｄ．事象進展に伴う情報の輻輳により，

一部情報（原災法第 10条通報）の対

外連絡に時間を要した。運用ルール

等を検討する。 

《問題点》 

事象ごとの通報完了までの時間管理

ができておらず，一部，目標時間内（事

象発生後 15 分以内）に通報が完了し

なかった。

《改善策》 

目標時間内（事象発生後 15 分以内）

に通報が完了するよう，以下の運用ル

ールを定めた。

発生した事象ごとの制限時間等の時

間管理を行うタイムキーパーを配置

した。

通報連絡票の作成等，各作業ステッ

プでの制限時間を設けて，より細か

な時間管理を実施した。

《確認結果》 

以下より，改善策が有効であることを

確認した。

タイムキーパーを配置し，タイムキ

ーパーが各作業ステップでの時間管

理を行うことで，目標時間内に通報

することができた。

各作業ステップの時間設定を行うこ

とで，細かな時間管理ができ，目標

時間内に通報することができた。

【８．（２）【発電所】① 参照】
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前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ｅ．参集者が緊急時対策所に到着した

際，その時点での責任者（班長）が

分からず，誰に到着報告をすればよ

いのかわからなかった。 

《問題点》 

参集・活動状況に応じて逐次，責任者

が交代しており，その時点の責任者が

明確でなかった。

《改善策》 

責任者（本部長，統括，班長）につい

て，腕章をつけることで明確化した。

《確認結果》 

以下より，改善策が有効であることを

確認した。

腕章を装着することで，自班および

他班の責任者を一目で認識できるよ

うになり，班内の連携および各班責

任者同士の連携がスムーズに行える

ことができた。

【８．（２）【発電所】⑥ａ．参照】
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前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ｆ．広報対応として行った模擬記者（社

員）による記者会見は，事業者とし

て伝えたいことを広報する形で実施

したが，公衆が知りたいことを説明

するという観点が不足していた。ま

た，各種情報は，口頭での発信が多

く，さまざまな媒体を用いた情報発

信が少なかった。

《問題点》 

記者会見にて，外部への影響や避難に

関する情報など，公衆が知りたい情報

が不足していた。

情報発信の方法が，記者会見に限られ

ていた。

《改善策》 

記者会見での説明に向け，プラント状

況のほかにも，外部への影響や避難に

関する情報を整理した。

記者会見での説明だけでなく，速報

性，広汎性の観点からＨＰへの資料掲

載を行うこととした。

《確認結果》 

以下より，改善策が有効であることを

確認した。

模擬記者会見にて，地域の皆さまが

知りたいことが説明できることを確

認した。

模擬ＨＰへの情報掲載を行うこと

で，広報対応の充実を図ることがで

きた。

【８．（２） 

 【発電所】⑥ｂ．，【本社】②ｃ．参照】
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前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ｇ．即応センター全体（ＥＲＣ対応室

含む）に発電所の音声を放送してい

たため，発電所の状況を本社要員全

員が情報共有できていたが，本社内

の指示等で音声が錯綜する場合に聞

き逃す可能性がある。 

《問題点》 

本社の情報入手手段を発電所の音声

としていたため，本社内の指示等の音

声と錯綜した場合には，発電所の音声

が聞き取りにくくなり，発電所の状況

が把握できなくなる場面があった。

本社の情報入手手段としては，「コン

タクトパーソン（班長が兼任）が専用

の TV 会議や PHS から入手した情報」

と「時系列管理システム」もあったが，

参考的なものであった。

《改善策》 

本社の情報入手手段を，「発電所の音

声放送」から，「コンタクトパーソン

（専任者を１名配置）が専用の TV会

議や PHS により入手した情報」と「時

系列管理システム」に変更した。

発電所の音声は，参考的に，継続して

放送することとして，本社内のブリー

フィング時等は，音声を落とすことと

した。

《確認結果》 

以下より，改善策が有効であることを

確認した。

本社の情報入手手段を，「コンタク

トパーソン（専任者）からの情報」

と「時系列管理システム」に明確化

することで，発電所音声の有無に関

係なく，発電所の状況を速やかに，

また確実に把握できた。

本社内のブリーフィング時等での指

示・報告が，発電所の音声と輻輳せ

ず確実に実施できた。

【８．（２）【本社】②ａ．参照】
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前回総合訓練時に抽出された改善点 今回の改善策および確認結果 

ｈ．ＥＲＣ対応室には，原子力部門の

各班要員を配置したが，事象進展状

況によっては必ずしも必須でない班

もあった。 

《問題点》 

原子力関係の班を全て配置していた

が，初動時には，ＥＲＣへの情報提供

対応には必ずしも必須でない班もあ

り，要員数が多くなり，対応上，手待

ちになる状況が見受けられた。

《改善策》 

常時各班２名と固定していた人数を，

事象進展ごとに各班の判断にて，変更

可能（１名もしくは２名）とした。

《確認結果》 

以下より，改善策が有効であることを

確認した。

事象進展状況を踏まえ，各班にて要

員数を変更できるようにしたこと

で，要員が手待ちになる状況はなく

なり，各班の要員を有効活用できた。

【８．（２）【本社】②ｂ．参照】

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

  今回の訓練において抽出された主な改善点は以下のとおり。 

（１）発電所 

  ①ブリーフィングのルール 

   ブリーフィング中における緊急時対策本部内での要員の振る舞いについて明確に

なっていなかったため，本部員のブリーフィング中に，統括が各班の活動で背を向

けている場面や，班長が大声で活動を指示する場面があった。 

   ブリーフィング中における緊急時対策本部内での要員の振る舞いについて，ルール

化し周知・徹底を図る。 

【８.（２）【発電所】⑥ａ．参照】 
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  ②各班ロジスティクス担当の招集方法 

   各班ロジスティクス担当の招集手段について，所内放送を用いたが，タイミングに

よっては本部内の発話内容と重なり，聞き取り辛い場面があった。 

   ロジスティクス担当の招集手段（手順・設備等）について再度検討する。 

【８.（３）④ｂ．参照】 

（２）本社 

  ①緊急時対策総本部（本社）内の情報共有 

緊急時対策総本部（本社）全体に緊急時対策本部（発電所）内の発言を放送する

ことで，本社での情報共有を図っていたが，本社内でブリーフィング等を行う際には

発電所の音声を切っていたため，その際に発電所にて発言された内容のフォローを行

う必要があった。 

緊急時対策本部（発電所）内の発言を常にチェックするような役割の人員の配置

を検討する。 

【８.（２）【本社】②ａ．参照】 

  ②ＥＲＣ対応に係る緊急時対策総本部（本社）の体制 

ＥＲＣ対応室での情報の収集，整理，発信の体制（役割分担等）がＥＲＣ対応室

の限られた班に集中したため，ＥＲＣへの情報発信をタイムリーに行うことができな

かった。 

ＥＲＣ対応室へ積極的な情報発信ができるように，ＥＲＣ対応室の体制（役割分

担等）の見直しを検討する。 

【８.（２）【本社】②ｂ．参照】 

  ③ＥＲＣ対応室への情報提供方法 

ＥＲＣ対応室への情報提供が，資料なし，もしくは書画装置等を利用しないなど，

口頭による説明が多く，問い合わせに対応できるだけの十分な情報を提供できなかっ

た。また，事象進展予測も含めた積極的な情報共有も実施できなかった。 

ＥＲＣ対応室への積極的な情報発信ができるよう，情報提供の方法および情報の

充実化を検討する。 

【８.（２）【本社】②ｂ．参照】 

（３）発電所／本社共通 

  ①社内情報共有システムの運用 

時系列管理システムへ記載すべき内容のルール（判断基準）の解釈に，各班（入

力担当者）により相違があり，記載された情報の重要度にばらつきがあった。 

記載すべき事項に関するルールの見直しを図り，入力担当者が迷うことなく，記

載できる方法を検討する。 

【８.（２）【本社】②ａ．参照】 
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10．今後の取り組み 

緊急時対策本部の円滑なマネジメント（ブリーフィングを行い，「状況把握」，

「進展予測」，「不測事態の発生」を踏まえた対応方針を決定するプロセス等）

や対応手順の確認・習熟等を狙いとした反復訓練と，緊急時対策要員の対応能力

の向上等を目的としたシナリオ非提示型訓練等を効果的に組み合わせて，中長期

的な訓練計画に沿ってＰＤＣＡを回すことで，緊急時対応能力の継続的な向上を

図っていく。 

今回の訓練で抽出された改善点については，改善を図り，次回の訓練で確認する。 

緊急時対応におけるヒューマンエラーの阻止・影響緩和に繋げるためのノンテク

ニカルスキルの向上を目的とした外部機関による評価については，今後も継続し

て活動を展開していく。 

11．添付資料 

（１）原子力総合防災訓練 事象進展フロー図 

以 上 
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原子力総合防災訓練　事象進展フロー図 添付資料（１）

１号機
（廃止措置準備中）

２号機
（定格熱出力一定運転中）

緊急時レベル（ＥＡＬ）

↓ ↓

↓ ↓

燃料プール冷却機能喪失（非常用停電）
原子炉自動停止（発電機トリップ）
全給復水系ポンプトリップ

警戒事態
２号機〔給水機能の喪失〕（ＡＬ２２）

↓ ↓

A,B-非常用ディーゼル発電機自動起動成功
A-非常用ディーゼル発電機自動起動成功
B,HPCS-非常用ディーゼル発電機起動失敗

警戒事態
２号機〔原子炉除熱機能の一部喪失〕（ＡＬ２３）

↓

原子炉隔離時冷却系起動

↓

原子炉隔離時冷却系故障トリップ
原災法第１０条通報（施設敷地緊急事態）
２号機〔原子炉注水機能喪失のおそれ〕（ＳＥ２２）

↓

原災法第１０条通報（施設敷地緊急事態）
２号機〔残留熱除去機能の喪失〕（ＳＥ２３）

↓

A,B-非常用ディーゼル発電機停止 A-非常用ディーゼル発電機停止
原災法第１０条通報（施設敷地緊急事態）
１号機〔全交流電源の５分以上喪失〕（ＳＥ２６）

↓ ↓
原災法第１５条報告（全面緊急事態）
２号機〔原子炉注水機能の喪失〕（ＧＥ２２）

↓ ↓

ＳＦＰ温度・水位監視不能
ガスタービン発電機起動

緊急用，非常用交流母線受電失敗

↓

原子炉水位　ＴＡＦ到達
原災法第１０条通報（施設敷地緊急事態）
２号機〔２つの障壁の喪失または喪失可能性〕（ＳＥ４２）

↓
警戒事態
２号機〔単一障壁の喪失または喪失可能性〕（ＡＬ４２）
２号機〔全交流電源喪失のおそれ〕（ＡＬ２５）

格納容器圧力異常高（13.7kPa）
原災法第１５条通報（全面緊急事態）
１号機〔全交流電源の３０分以上喪失〕（GＥ２６）

↓

CAMSγ線量上昇開始
原災法第１０条通報（施設敷地緊急事態）
２号機〔全交流電源の３０分以上喪失〕（ＳＥ２５）

↓

炉心損傷判断
（CAMSγ線量各種事故の１０倍）

原災法第１５条報告（全面緊急事態）
２号機〔炉心損傷の検出〕（ＧＥ２８）

↓

ＳＦＰ状態監視復旧 大量送水車による注水開始
原災法第１５条通報（全面緊急事態）
２号機〔全交流電源の1時間以上喪失〕（GＥ２５）

↓

格納容器圧力427kPa到達

↓

格納容器圧力640kPa到達
格納容器代替スプレイ開始

↓

非常用交流母線受電
残留熱除去機能復旧

↓

原災法第１５条通報（全面緊急事態）
２号機〔残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失〕（GＥ２３）
２号機〔格納容器圧力の異常上昇〕（GＥ４１）
２号機〔２つの障壁喪失および１つの障壁の喪失〕（GＥ４２）

訓練終了

低気圧接近，大雨・暴風警報，竜巻注意情報

外部電源喪失

時間スキップ

暴風雨警報，竜巻注意報解除

原子炉補機海水ポンプ全停止(取水槽廻り竜巻発生による故障停止)
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

１．訓練の目的 

  本訓練は，「島根原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章第７節第１項」に基づ

き実施する要素訓練であり，手順書や資機材等の検証を行い，手順の習熟および改善が図れて

いることを確認する。 

２．実施期間および対象施設 

（１）実施期間 

   平成 28 年４月 14日（木）～平成 28年 11 月 25 日（金） 

（２）対象施設 

   島根原子力発電所 １，２号機 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

   訓練毎に実施責任者を設け，実施担当者が訓練を実施する。 

（２）評価体制 

   評価チェックシートに基づく訓練観察・確認を実施する。また，当該評価結果および訓練

終了後の反省会より，改善点を抽出する。 

（３）参加人数 

   添付資料（１）のとおり。 

４．防災訓練の項目 

  要素訓練 

５．防災訓練の内容 

（１）通報・連絡訓練 

（２）緊急被ばく医療訓練 

（３）緊急時モニタリング訓練 

（４）避難誘導訓練 

（５）復旧訓練 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

（７）電源機能等喪失時対応訓練 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

６．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）通報・連絡訓練 

   地震を起因としたプラント状況，警戒事態，原災法第 10条特定事象，原災法第 15条該当

事象発生に伴う通報・連絡を想定。 

別紙２
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（２）緊急被ばく医療訓練 

 管理区域で汚染を伴う負傷者が発生する事象を想定。 

（３）緊急時モニタリング訓練 

 原子力災害による放射性物質放出のおそれを想定。 

（４）避難誘導訓練 

   緊急時警戒体制および緊急時非常体制の発令に伴い，構内滞在者の避難が必要な状況を想

定。 

（５）復旧訓練 

   残留熱除去系機器の故障を想定。 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

   雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）事象を想定。 

（７）電源機能等喪失時対応訓練 

   全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および燃料プール除熱機能喪失の状態を想定。 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

   原子力災害により原子炉建物内に人が入域できない事象を想定。 

７．防災訓練の結果の概要 

（１）通報・連絡訓練 

地震を起因としたプラント状況，警戒事態，原災法第 10 条特定事象および原災法第 15 条

該当事象発生に伴う通報連絡様式の作成，社内外関係個所への通報連絡が実施できることを

確認した。 

（２）緊急被ばく医療訓練 

管理区域内で汚染した負傷者について，管理区域外への搬出，簡易除染および応急処置が

実施できることを確認した。 

（３）緊急時モニタリング訓練 

モニタリングカー，可搬式モニタリングポストを用いて，発電所構内の空気吸収線量率お

よび空気中放射性物質濃度の測定が実施できることを確認した。 

（４）避難誘導訓練 

敷地外の避難場所までの構内滞在者の誘導および避難状況等の管理が実施できることを確

認した。 

（５）復旧訓練 

残留熱除去ポンプの故障原因調査，復旧見込み時間の確認等が実施できることを確認した。 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

事象進展に伴うプラント情報の把握，整理および事象進展予測を行うとともに，事故収束

に向けた情報の整理，対応の検討が実施できることを確認した。 
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（７）電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および燃料プール除熱機能喪失を踏まえた緊急安全

対策の各対策について，緊急時対策要員による対策資機材の配置・操作を行い，一連の対応

が実施できることを確認した。 

なお，本設機器へ直接影響が生じる操作は模擬とし，現場での操作方法の確認または机上

での手順確認にて，訓練を実施した。 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

島根原子力発電所および原子力緊急事態支援組織（日本原子力発電株式会社 敦賀総合研

修センター内）での，ロボット資機材の操作訓練が実施できることを確認した。 

また，ロボット資機材の支援要請および輸送に関しても，一連の対応が実施できることを

確認した。 

８．訓練の評価 

「評価員による評価結果」，「訓練終了後の反省会」等より，定められた手順どおりに確実

に実施できたことを確認したことから，訓練目的は達成できたものと判断する。今後も，引き

続き，繰り返し訓練を行い，手順の習熟度の向上や，必要に応じて手順書や資機材等の更なる

改善を図っていく。 

なお，詳細については添付資料（１）に示す。 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

  各要素訓練において抽出した改善点については，添付資料（１）に示す。 

10．添付資料

（１）要素訓練の概要 

以 上 
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要素訓練の概要

１．通報・連絡訓練（訓練実施日：平成 28年６月 29日，８月 22 日，参加人数：27 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）通報・連絡訓練 

①技術部課長（技術） 

 島根原子力本部広報部長 

②技術部（技術） 

 技術部（建設管理） 

 島根原子力本部（広報部） 

島根原子力本部（渉外運営部）

島根原子力本部（企画部） 

良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

２．緊急被ばく医療訓練（訓練実施日：平成 28年９月 28 日，参加人数：36 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）緊急被ばく医療訓練 

①技術部課長（放射線管理） 

 総務課長 

②技術部（放射線管理） 

 総務課 

品質保証部（品質保証） 

品質保証部（原子力研修） 

良 

負傷者搬出対応用の放射線

計測器の執務室配備台数を

増やしたことで，対応要員の

現場到着までの時間短縮が

図れた。 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

３．緊急時モニタリング訓練（訓練実施日：平成 28 年 11 月 25 日，参加人数：９名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）緊急時モニタリング訓練 
①技術部課長（放射線管理） 

②技術部（放射線管理） 
良 

操作手順書を資機材保管庫

にも配備したことによりス

ムーズに準備することがで

きた。 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

-
2
5
-
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要素訓練の概要

４．避難誘導訓練（訓練実施日：平成 28 年６月 28 日，９月 28日，参加人数：51 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）避難誘導訓練 

①総務課長 

 技術部課長（核物質防護） 

②総務課 

 技術部（核物質防護） 

 品質保証部（品質保証） 

 品質保証部（原子力研修） 

良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

５．復旧訓練（訓練実施日：平成 28 年９月 21 日，参加人数：15 名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）復旧訓練 
①保修部課長（保修管理） 

②保修部員 
良 

班内での情報共有ツールを

検討する。 

情報共有ツールを検討する

とともに，引き続き，繰り

返し訓練を行い，手順の習

熟度を高め，必要により手

順書の改善を図る。 

６．アクシデントマネジメント訓練（訓練実施日：平成 28年７月 19～20日，参加人数：13名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）アクシデントマネジメント訓練 
①技術部課長（燃料技術） 

②技術部（燃料技術） 
良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

-
2
6
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要素訓練の概要

７．電源機能等喪失時対応訓練（訓練実施日：平成 28年４月 14日～平成 28 年 11 月 18 日の期間内で計 41 回実施，参加人数：延べ 317 名） 

概  要 
実施体制 

(①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）全交流電源喪失時の構内受電訓練 

①保修部課長（電気） 

②保修部（電気） 

 保修部（３号電気） 

 保修部（計装） 

良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

（２）原子炉補機海水ポンプ用電動機取替 

訓練 

①保修部課長（電気） 

②保修部（電気） 

 保修部（３号電気） 

良 
特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

（３）非常用ディーゼル発電機等からの 

燃料抜取りおよび供給訓練 

①保修部課長（タービン） 

②保修部（タービン） 

 保修部（３号機械） 

良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

（４）主蒸気逃がし弁（安全弁）駆動用バック

アップ用窒素ガスボンベ接続訓練 

①保修部課長（原子炉） 

②保修部（原子炉） 
良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

（５）原子炉および燃料プールへの消防車 

による代替注水訓練 

①保修部課長（原子炉） 

②保修部（原子炉） 
良 

訓練エリアを消灯するこ

とにより，実際に近い形

で訓練をすることができ

た。 

車両停止位置によっては

丁度良い長さのホースが

ない。３～５ｍのホース

も準備しておいた方がよ

い。 

設備の改造を検討するとと

もに，引き続き，繰り返し

訓練を行い，手順の習熟度

を高め，必要により手順書

の改善を図る。 
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要素訓練の概要

概  要 
実施体制 

(①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（６）水素爆発防止のための原子炉建物水素放

出訓練 

①保修部課長（建築） 

②保修部（建築） 

保修部（土木） 

良 

ホワイトボードへの記載

情報を整理し，視認性の

向上を図ることができ

た。 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

（７）アクセスルートの確保訓練 

①保修部課長（保修管理） 

②車両系建設機械（整地等）技

能講習を受講した対策要員 

良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，車両等の操作の習熟

度を高めていくとともに，

必要により手順書や資機材

等の更なる改善を図る。 

（８）蓄電池設備による主蒸気逃がし弁開放操

作訓練 

①保修部課長（計装） 

②保修部（計装） 
良 

室内照明だけでなく，盤

内照明も消灯し，より臨

場感のある訓練ができ

た。 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 

（９）電源機能等喪失時の運転員対応訓練 
①発電部課長（第一発電） 

②発電部（第一発電） 
良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，運転操作の習熟度を

高めていく。 

（10）電源喪失時の重要パラメータ監視計器復

旧訓練 

①保修部課長（計装） 

②保修部（計装） 

 保修部（３号電気） 

良 

ハンディキャリブレータ

収納に表示を付けたこと

により，容易に識別がで

きた。 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書や資機材等の更な

る改善を図る。 
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要素訓練の概要

８．原子力緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：平成 28 年４月 14～15 日，８月 29日～９月２日，参加人数：22名） 

概  要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者）
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

（１）ロボット資機材の搬送訓練 
①総務課長 

②総務課 
良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，手順の習熟度を高め

ていくとともに，必要によ

り手順書等の更なる改善を

図る。 

（２）ロボット資機材の操作訓練 
①技術部課長（技術） 

②資機材操作要員 
良 特になし 

引き続き，繰り返し訓練を

行い，ロボット操作の習熟

度を高めていく。 
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